
事業主 労働局

1
地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）
第2回及び第3回支給申請書

【地様式第１２号】 □ □

2 支給要件確認申立書 【共通要領　様式第１号】 □ □

3
地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）
支給・不支給決定通知書（写）

【地様式第１０号】 □ □

4
地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）
事業所状況等申立書

【地様式第１３号】 □ □

5
地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）
対象労働者認定通知書

【地様式第１６号】 □ □

6 出勤簿（タイムカード） (写) □ □

7 賃金台帳 (写) □ □

8
地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）
対象労働者申告書

【地様式第１４号】（補充者分） □ □

9
地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）
対象労働者雇用状況等申立書

【地様式第１５号】（補充者分） □ □

10 雇用契約書（雇入れ通知書） (写) □ □

11 労働者名簿 (写) □ □

12 出勤簿（タイムカード） (写) □ □

13 賃金台帳 (写) □ □

14 職業紹介証明書・同意書（写）
地域雇用開発助成金の取扱いに係る同意書を労働局に提出してい
る有料・無料職業紹介事業者等の紹介により採用した場合 □ □

15 住民票または免許証 (写) 対象労働者の氏名及び雇入れ時点の住所が確認できるもの □ □

16 労働者名簿 (写) 対象労働者（離職者）の確認のための書類 □ □

17 出勤簿（タイムカード） (写) □ □

18 賃金台帳 (写) □ □

19 退職届（写）又は離職証明書（写） 対象労働者が支給基準日までに離職している場合 □ □

20 支払方法・受取人住所届 振込先金融機関を変更する場合 □ □

21 その他 熊本労働局が必要と認めるもの □ □

●離職者の確認書類

●その他

対象労働者（補充者）については、雇入れ日から支給基準日までを
提出

対象労働者の確認のための書類

完了日または2回目支給基準日の翌日から離職日までを提出

●補充者の確認書類

対象労働者（補充者を含む）について、完了日から2回目支給基準
日（完了日の1年後の日）または2回目支給基準日から3回目支給基
準日（完了日から2年後の日）までを提出

地域雇用開発助成金（第2回・3回支給申請書）チェックリスト

提出書類 様式・留意事項
チェック欄

（平成31年4月1日以降計画提出事業所）

お問合わせ先・・・〒860-0047 熊本市西区春日3-26-47 JR熊本春日南ビル3階

熊本労働局 職業対策課 助成金センター

TEL ： 096-312-0086 FAX ： 096-312-1552

●各種様式は、厚生労働省ＨＰ （https://www.mhlw.go.jp/index.html）からダウンロードできます。

○上記の厚生労働省ＨＰへアクセスして、「地域雇用開発助成金」で検索し、掲載されている様式の中から

必要なものをダウンロードしてください。

○チェックリス及び支給申請の手引き等は、熊本労働局ＨＰの「助成金」のページからダウンロードする

ことができます。
（熊本労働局ＨＰアドレス ・・・ https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/）

※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。 早めの提出をお願いします。


